
高等学校新入生徒 の野球部入部及び練習参加 に関す る規定
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高等学校新入 生徒が野球部 に正式 に入部す るのは、入学式終 了後でなけれ ば

な らない。 したがって対外試合 (練 習試合・公 式試合 )へ の参加 も入学式終

了後 とす る。 ただ し、 中高一貫校 な どで入学式 がない場合 は、 4月 当初の始

業 日以降 とす る。

高等学校入学試験 に合格 した生徒 で、中学校卒業式 が終了 した ものは、 3月

25日 以後、当該高等学校野球部の練習 に参加 して も差 し支 えない。

ただ し、高等学校入学 まで は保護者 の責任の下、 当該高等学校長の了承 を得

て練習に参力目す るもの とし、 3月 31日 までの練習参加 については中学校長 に

も保護者か ら通知 を してお くこととす る。

なお、3月 25日 か ら 31日 までは「独立行政法人 日本 スポーツ振興センター法」

の適用が うけ られ ないので、任意の傷害保険に加入す るよ う留意す ること。

また、当該校 の指導要録 で、入学 日が 4月 2日 以降 と規定 されている場合 は、

その前 日までを任意の傷害保険加入期 間の対象 としなけれ ばな らない。

2項 の規定について各都道府県高等学校野球連盟 で さらに参加制限を設 けて

もよい。

(4)こ の規定に適合す る以外 は、中学校 生徒 を高等学校野球部 の練習 に一切参加

させ てはな らない。

ただ し、都道府県高等学校 野球連盟 に届 け出た 「中学 3年 生 の体験入部」参

カロ者 は除 く。
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